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１．はじめに

　北海道ではいまだに医師不足・偏在が一向に解決

されず、医育大学を有する札幌市、旭川市を除く全

ての地域で全国平均医師数を下回り、地域医療の確

保に深刻な事態を招いている。このような現状にあ

って、医師養成数の増加、なかでも地元での９年間

の勤務を義務化する地域枠医師の養成は、自治医科

大学卒業生の活躍１）とともに、地域医療の再建に

重要な役割を発揮するものとして期待されている。

　国は医師法、医療法の一部を改正し、知事権限を

強化して都道府県による医師確保計画を策定、医師

偏在指標、医師少数区域、医師多数区域の設定を踏

まえた地域医療支援業務の機能強化などを進めよう

としている。しかし一方では、「医療従事者の需給

に関する検討会 医師需給分科会」では、少子高齢

化に伴う将来の医療需要の必要量と医師養成数の関

係をマクロ的展望として分析し、医師養成数を見直

す動きも検討している２）。

　北海道では、修学資金を貸し付ける北海道医師養

成確保修学資金貸付制度、いわゆる地域枠（貸付枠）

について、現在までの進捗状況、配置状況等を検証

し、今後の制度の見直しを検討中である。本稿では

医師養成、働き方改革等に係る現状を報告するとと

もに、道が検討中の地域枠制度（貸付枠）の変更点

について概説したい。

２．道内の地域枠医師を巡る現状

　国は下記の様に平成20年度から医学部入学定員を

４度にわたって暫定的に増員し、これを受けて道内

では、平成19年度３大学合計医学部入学定員300名に

対し、平成20年度305名、平成21年度327名、平成22

年度～ 29年度344名と増加し、札幌医大、旭川医大の

両大学ではこうした暫定増員枠に加えて通常（恒久）

枠でも多数が地域枠生として養成されている（表１）。

一方、北大では今年度から初めて５名の貸付枠が設

定されたが、今のところ応募者はいない状況にある。

　札幌医大では道から奨学金を貸与される地域枠

（貸付枠）医師は、平成20年度10名、平成21年度以降

15名、大学独自の地域枠が平成25年度35名、平成26

年度55名、平成27年度以降75名（地域枠全体で90名）

となり、旭川医大では平成21年度貸付枠７名、大学

独自枠43名、平成22年度～平成29年度は貸付枠17名、

大学独自枠38名（計55名）、平成30年度は貸付枠12名、

大学独自枠40名（計52名）となっている（表１）。

　平成26年に札幌医大から離脱者を除く貸付枠の地

域枠医師７名が初めて卒業し、旭川医大では平成27

年から貸付枠に加え、大学独自の地域枠医師が多数

卒業し始めた。道内初期臨床研修医採用者数が、平

成24年264名、平成25年268名であったものが、平成

26年278名、平成27年316名、平成28年334名、平成

29年316名、平成30年322名と増加していることは、

こうした地域枠医師の輩出が大きく関与していると

考えられる。
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 　 国における入学定員増員方針：
　　　　　Ａ：緊急医師確保対策（2007）　　：平成29年度までの暫定措置
　　　　　Ｂ：経済財政改革の基本方針 2008：時限なし
　　　　　Ｃ：同上　　　　　　　　　 2009：平成31年度までの暫定
　　　　　Ｄ：新成長戦略(2010)　　 　  　：同上

　　道内３大学の対応 
定員　　　H20年度　　　H21年度　　　H22年度～　　　H30年度　　　時限終了した場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H32 ？～ )

札幌医大 105名 110名 110名 110名 102名
 (Ａ:5名) (Ａ:3名、Ｂ:2名)  (Ａ:0名、Ｄ:8名)
旭川医大 100名 112名 122名 117名 105名
  (Ａ:7名、Ｂ:5名) (Ｃ:10名) (Ａ:0名、Ｄ:2名)
北大 100名 105名 112名 112名 105名
  (Ｂ:5名) (Ｃ:7名)   
合計 305名 327名 344名 339名 312名
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　貸付枠の地域枠医師は、本年度初期研修医57名、

地域勤務医42名、選択研修医師５名の計104名とな

り、道内各地で研修・臨床に励んでいる。次年度以

降も順調に推移すると、平成36年（元号は変わるよ

うだが）前後にはおよそ270名弱の貸付枠地域枠医

師が道内に配置される予定になっている。さらに上

述した通り旭川医大の大学独自枠に加え、札幌医大

でも来年から大量に大学独自の地域枠生が卒業する

ことになっており、その動向、効果が大いに注目さ

れるところである。

３．医師の養成、働き方改革等に係る最近の動きに

ついて

　医師養成数については、「医療従事者の需給に関す

る検討会 医師需給分科会」の第３次中間取りまと

め２）において、今後の人口減、医師養成数の暫定

増の効果、医師の働き方改革の影響や、医師不足・

偏在対策の取り組み結果等をみて、再度医師需給推

計を行うなどして検討するとされており、平成31年

度までは現状をおおむね維持しつつ、それ以降は平

成31年度の定員を超えない範囲で慎重に決定してい

くとされている。その中では現在の医師養成数を維

持したとして、医師の労働時間を

　１）週55時間とした場合（法定労働時間40時間、

時間外週15時間＝月 60時間）

　２）週60時間　〃　　　（　　　〃　　　　 　、  

　〃　  20時間＝月 80時間）　

  ３）週80時間＊　〃　　　（　　　〃　　　　　 、  

　〃    40時間＝月160時間） 

　 ＊は米国のACGMEによる研修医の就業認定時間

とした場合の３通りについて将来の医師需給関係を

検討し、１）では平成45年（2033年）に約36万人で

医師需給が均衡、２）では平成40年（2028年）に約

35万人で均衡、３）では平成30年（2018年）に約32

万人で均衡すると述べている。

　現在労働基準法（労基法）では、週80時間以上時

間外労働を行うことは労基法違反であり、病院勤務

医はあくまで労働者であるという判断から、医師の

業務の特殊性、地域医療の実態、病院の経営状況な

どを考慮に入れず、全国の大～中規模病院に対して

査察に入り、時間外労働の是正、時間外手当の適正

な支給などを強く指導している。こうした動きから

上記２）、３）の場合は、現状のままでは我が国で

は労基法違反に相当することになり、こうした条件

を設定すること自体が問題になると考えられる。む

しろ医師が時間外労働をさらに少なく出来る条件で

検討すべきと思われるし、１）の場合を採用したと

しても、平成45年に需給が均衡するには大学医学部

６年間のタイムラグがあることから、少なくとも平

成39年までは現状の医師養成数を確保する必要があ

ることを示しているのではないかと思われる。また、

医師の需給には検討会でも述べているように、医

師の診療科・地域偏在の問題や働き方改革の問題、

道内三医育⼤学の地域枠
医師の絶対数の増加に向けて、道内三医育大学の定員増を図る（H20～）
※上段：入学定員、中段：地域枠、下段（ ）：うち奨学金と連動した地域枠
※地域枠数（ ）は、離脱者を除く現員数－H30.4 現在

表１　道内三医育大学の地域枠
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AI等の活用による診療体制の変化等が大きく関わ

ってくることから、拙速に陥らず過去に失敗した経

験を生かして議論を進めていただきたいと考えてい

る。

　医師の働き方改革については、厚労省では医師の

働き方改革に関する検討会を開催し、中間論点整理、

医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取り組みをと

りまとめている３）。各病院団体では実態調査を施行

し、緊急的な取り組みに対する現状の把握、対策推

進などを行っているが４）５）６）、医師の労働の特殊

性や応召義務の問題、労働時間の把握と自己研鑽と

の区別の問題、宿日直・救急医療等の地域医療の確

保や経営との兼ね合い、国民の医療のかかり方・啓

蒙の問題等、難問が存在している。現在、同検討会

ではこれらの課題に対し精力的に検討を重ねてお

り、本年度末までには結論を出す方針と聞いている。

  現状の病院勤務医にとって現在の医師不足の実態

は極めて深刻な状況にあり、労基法を守りたくても

守れない厳しい状況にあること、過酷な勤務実態に

よって現在の地域医療が成り立っていること、全国

の勤務医達からは医師不足によって働き方改革に取

り組みたくても取り組めないと悲鳴が上がっている

ことは紛れもない事実であり、医師養成、偏在の改

善とともに三位一体となった改革が強く望まれる。

そのためには地域の医療需要に基づいて専門医、医

師等の必要数を明らかにし、配置のあり方を検討す

ることが避けて通れず、医療提供体制の再構築、診

療報酬のあり方などの検討も必要不可欠となる。そ

して、データに基づいたある程度の、多くの当事者

にとって納得可能な範囲での規制的手法を取り入れ

る必要もあるのではないかと、筆者などは考えてい

るが如何であろうか。国民の生命に係る問題であり、

医の原点に係る問題として、深く考えなければなら

ないと思っている。現在地域医療構想調整会議では、

二次医療圏ごとに将来の医療提供体制のあり方を検

討しているが、こうした動きを一段と発展させて行

くことが重要になると考えている。

４．北海道医師養成確保修学資金貸付制度の見直し

について

　既に述べたように平成30年度の道内の３大学医学

部の入学定員は339名で、昨年に比べ旭川医大で５

名が減少した。地域枠総数は、北大０名、札幌医大

90名、旭川医大52名の計142名であり、道からの奨

学金貸付枠は、北大が一般枠の５名、札幌医大15名、

旭川医大12名の計32名に変更された。北大と旭川医

大では、希望者が手上げ方式で道からの修学資金貸

付制度に参加するもので、札幌医大では推薦入試特

別枠15名が本制度と連動した形で実施される形式に

なっている。昨年までは札幌医大が15名、旭川医大

が17名で施行されていたが、今年度からは旭川医大

が入学定員数、選考枠数を変更し12名に削減となっ

たため、５名分を北大に振り向けた形となった。

　本貸付事業を開始するに当たって、道では地域枠

医師キャリア形成支援委員会を医療対策協議会（医

対協）　地域医療を担う医師養成検討分科会の中に

設置し、種々の制度設計を検討、貸付枠医師の配置、

キャリア形成に係る諸問題を３大学、道内病院団体

代表の委員の方々と協議のうえ、毎年見直しを実施

してきた。平成30年度は貸付枠の地域枠医師１期生

が前期地域勤務開始から３年が過ぎ、貸付枠医師も

増加してその動向にも一定のデータが蓄積されると

ともに、専門医制度が始まって見直しが必要な項目

が見られてきた。そのため以下の項目について制度

自体を見直しすることとした（図１）。

　１）眼科専門医制度プログラムでは、３・４年目

どちらかに基幹病院（道内では３大学と市立札

幌病院）での研修が義務付けられており、従来

の貸付地域枠医師の配置等の考え方では対応で

きない。

　⇒５年目の選択研修を前倒しして、４年目の地

域勤務との入替を医対協での確認を受けて可

能とする。

　２）公的医療機関や民間立の医療機関が地域医療

に重要な役割を担い、貢献している実態から、

札幌市、旭川市以外で一定の条件（公的医療機

関等2025プラン策定、社会医療法人、社会福祉

法人）を満たす病院を指定公的医療機関等とし

て追加するとともに、周産期母子医療センター

にあってはこれまで産婦人科のみを対象として

いたが、全科勤務可能へ変更。

　⇒24病院が指定公的医療機関等に追加希望。

　３）３年目に200床未満の公的医療機関に勤務す

る医師が見られることから、これらの医師は７

年目の勤務を200床以上の指定公的医療機関等

を選択できることとする。

　⇒従来は４年目医師での上記勤務者が対象であ

ったが、３年目も拡大。

　４）人口10万人対医師数が60％以下の圏域にある

200床以上の指定病院では、７～９年目、本来

は200床未満の医療機関に勤務すべき期間のう

ち１年間を勤務可能とする。

　⇒医師数が50％未満の圏域病院は３年間勤務可

能、それに準じて１年間を可能と設定。

　５）200床未満の指定公的医療機関等に勤務するに

あたって、一定期間（週１回程度）、地域の中核

的医療機関において手術等を経験しキャリアを

形成することや、近隣の指定公的医療機関等で

専門分野の診療に従事することを可能とする。

　⇒所属長が認めた場合。

　以上の見直しは、地域医療を担う医師養成検討分

科会では承認を得られたところで、今後、道におい

て条例改正が必要な項目もあることから詳細は割愛
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させていただくが、こうした変更が貸付枠医師のキ

ャリアアップ、希望に合致し、地域医療の確保、地

域勤務の拡充に繫がることを切に願っている。
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図１.　地域枠医師の配置の状況


